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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電装置から電力を受電する受電手段と、
　データを送信する送信手段と、
　バッテリの残量を検出する検出手段と、
　前記受電手段により受電する電力を用いて前記バッテリを充電する充電手段と、
　前記送信手段により送信するデータ量と、前記受電手段により受電する電力とに基づい
て、前記充電手段による前記バッテリの充電と前記送信手段による前記データの送信とを
並行して実行する場合に当該データの送信を完了するのに必要な前記バッテリの残量の閾
値を取得する閾値取得手段と、
　前記検出手段により検出するバッテリの残量と、前記閾値取得手段により取得する閾値
とに基づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信と、を制御する制御手段と、を備
え、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出するバッテリの残量が、前記閾値以上である
場合、前記バッテリの充電と前記データの送信とを並行して実行することを特徴とする情
報処理装置。
【請求項２】
　前記閾値取得手段は、前記データ量と、前記受電手段により受電する電力に起因する単
位時間当たりの充電量とに基づいて、前記閾値を取得することを特徴とする請求項１に記
載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記制御手段は、前記バッテリの充電と前記データの送信とを並行して実行する場合、
前記データの送信開始時刻及び前記データの送信終了予定時刻を提示することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記データの送信が終了する場合、送信終了時刻を提示することを特
徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記データの送信が終了した後、前記バッテリの残量が満充電又は所
定の残量になるまで前記バッテリの充電を実行することを特徴とする請求項１乃至４の何
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記検出手段により検出するバッテリの残量が前記閾値未満である場
合、前記バッテリの充電を実行し、且つ前記データの送信を実行しないことを特徴とする
請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記充電によってバッテリの残量が閾値以上になるまでの時間を取得
して、当該時間に基づく送信開始予定時刻を提示することを特徴とする請求項６に記載の
情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、外部装置へ未送信のデータがある場合、前記未送信のデータのみを前
記外部装置へ送信することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理装
置。
【請求項９】
　前記制御手段は、外部装置へ未送信のデータがある場合、前記未送信のデータから優先
的に前記外部装置へ送信することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項１０】
　データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段の残容量を取得する残容量取得手段と、をさらに備え、
　前記制御手段は、前記残容量に基づいて前記データの送信の実行の可否を制御すること
を特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記バッテリの充電の開始前の認証処理において前記充電装置の機器
種別を特定し、前記機器種別に基づいて前記データの送信の実行の可否を制御することを
特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記バッテリの残量が前記閾値以上となってから所定の時間が経過し
た後にデータ送信を開始することを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に記載の情
報処理装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記検出手段により検出するバッテリの残量が前記閾値以上である場
合、前記データの送信が可能であることを前記充電装置へ通知することを特徴とする請求
項１乃至１２の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記制御手段は、所定の出力で前記充電装置から前記情報処理装置へ継続して送電でき
る場合に、前記充電装置から通知されたデータ送信開始の指示に基づいて、前記データの
送信を開始することを特徴とする請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　充電装置から電力を受電する受電手段と、
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　前記充電装置が送電する電力に関する情報を受信する受信手段と、
　データを送信する送信手段と、
　前記受電手段により受電する電力を用いてバッテリを充電する充電手段と、
　前記送信手段により送信するデータ量と、前記受電手段により受電する電力とに基づい
て、前記充電手段による前記バッテリの充電と前記送信手段による前記データの送信とを
並行して実行した場合に当該データの送信を完了するのに必要な受電する電力の閾値を取
得する閾値取得手段と、
　前記受電手段により受電する電力と、前記閾値取得手段により取得する閾値とに基づい
て、前記バッテリの充電と前記データの送信とを制御する制御手段と、を備えることを特
徴とする情報処理装置。
【請求項１６】
　充電装置から電力を受電する受電手段と、
　前記充電装置が送電する電力に関する情報を受信する受信手段と、
　前記受電手段により受電される電力と、前記受信手段により受信する前記充電装置が送
電する電力に関する情報と、に基づいて伝送効率を取得する伝送効率取得手段と、
　データを送信する送信手段と、
　前記受電手段により受電する電力を用いてバッテリを充電する充電手段と、
　前記送信手段により送信するデータ量と、前記受信手段により受信する前記充電装置が
送電する電力に関する情報と、前記受電手段により受電する電力とに基づいて、前記充電
手段による前記バッテリの充電と前記送信手段による前記データの送信とを並行して実行
した場合に当該データの送信を完了するのに必要な伝送効率の閾値を取得する閾値取得手
段と、
　前記伝送効率取得手段により取得する伝送効率と、前記閾値取得手段により取得する閾
値とに基づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信とを制御する制御手段と、を備
えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項１７】
　充電装置から受電する電力を用いてバッテリに充電する情報処理装置が行う制御方法で
あって、
　前記充電装置から電力を受電する受電工程と、
　送信するデータ量と、前記受電工程において受電する電力とに基づいて、バッテリの充
電とデータの送信とを並行して実行した場合に当該データの送信を完了するのに必要な前
記バッテリの残量の閾値を取得する閾値取得工程と、
　前記バッテリの残量を検出する検出工程と、
　前記検出工程において検出するバッテリの残量と、前記閾値取得工程において取得する
閾値とに基づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信とを制御する制御工程と、を
備え、
　前記制御工程において、前記検出工程において検出するバッテリの残量が、前記閾値以
上である場合、前記バッテリの充電と前記データの送信とを並行して実行することを特徴
とする制御方法。
【請求項１８】
　前記閾値取得工程において、前記データ量と、前記充電装置から受電する電力に起因す
る単位時間当たりの充電量とに基づいて、前記閾値を取得することを特徴とする請求項１
７に記載の制御方法。
【請求項１９】
　前記制御工程において、前記検出工程において検出するバッテリの残量が前記閾値未満
である場合、前記バッテリの充電を実行し、且つ前記データの送信を実行しないことを特
徴とする請求項１７又は１８に記載の制御方法。
【請求項２０】
　充電装置から受電する電力を用いてバッテリに充電する情報処理装置が行う制御方法で
あって、
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　前記充電装置から電力を受電する受電工程と、
　送信するデータ量と、前記受電工程において受電する電力とに基づいて、前記バッテリ
の充電とデータの送信とを並行して実行した場合に当該データの送信を完了するのに必要
な前記充電装置から受電する電力の閾値を取得する閾値取得工程と、
　前記受電工程において受電する電力と、前記閾値取得工程において取得する閾値とに基
づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信とを制御する制御工程と、を備えること
を特徴とする制御方法。
【請求項２１】
　充電装置から受電する電力を用いてバッテリに充電する情報処理装置が行う制御方法で
あって、
　前記充電装置から電力を受電する受電工程と、
　前記充電装置が送電する電力に関する情報を受信する受信工程と、
　前記受電工程において受電する電力と、前記受信工程において受信する前記充電装置が
送電する電力に関する情報と、に基づいて伝送効率を取得する伝送効率取得工程と、
　送信するデータ量と、前記受信工程において受信する前記充電装置が送電する電力と、
前記受電工程において受電する電力とに基づいて、前記バッテリの充電とデータの送信と
を並行して実行した場合に当該データの送信を完了するのに必要な伝送効率の閾値を取得
する閾値取得工程と、
　前記伝送効率取得工程において取得する伝送効率と、前記閾値取得工程において取得す
る前記閾値とに基づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信とを制御する制御工程
と、を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項２２】
　請求項１７乃至２１の何れか１項に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させ
るためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理装置の制御方法及びプログラムに関し、特に非接触
で充電を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーブル接続により音楽プレイヤ等の携帯機器をＰＣ等の外部装置と接続して、携帯機
器の充電と音楽データ等のデータの伝送とを行うシステムが知られている。また、携帯機
器をケーブルレス、いわゆる非接触で充電する装置も知られている。通常、携帯機器内の
データは、携帯機器のＵＩ（ユーザインタフェース）操作により外部装置に伝送されてい
る。
【０００３】
　特許文献1では、ＰＣ等の外部装置に接続されたクレードル上へのスマートホン等の情
報処理装置の載置時に、データ伝送に必要なバッテリ残量の有無によって、データ伝送後
に充電を行うか、充電完了後に情報処理装置と外部装置との間でデータ伝送を行うかを制
御することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２８８１５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、充電とデータ伝送とを適切な状態で同時
に実行することができない。特に、情報処理装置の充電中にデータ伝送を実行できないこ
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とから、データ伝送が遅れたり、重要なデータのバックアップを速やかに実行できなかっ
たりする場合がある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、情報処理装置の充電と、情報処理
装置から外部装置へのデータ伝送とを適切に制御する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様による情報処理装置は以下の構成を備え
る。即ち、
　充電装置から電力を受電する受電手段と、
　データを送信する送信手段と、
　バッテリの残量を検出する検出手段と、
　前記受電手段により受電する電力を用いて前記バッテリを充電する充電手段と、
　前記送信手段により送信するデータ量と、前記受電手段により受電する電力とに基づい
て、前記充電手段による前記バッテリの充電と前記送信手段による前記データの送信とを
並行して実行する場合に当該データの送信を完了するのに必要な前記バッテリの残量の閾
値を取得する閾値取得手段と、
　前記検出手段により検出するバッテリの残量と、前記閾値取得手段により取得する閾値
とに基づいて、前記バッテリの充電と前記データの送信と、を制御する制御手段と、を備
え、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出するバッテリの残量が、前記閾値以上である
場合、前記バッテリの充電と前記データの送信とを並行して実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、情報処理装置の充電と、情報処理装置から外部装置へのデータ伝送と
を適切に制御する技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る充電システムの構成例を示す図。
【図２】本発明の実施形態１に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【図３】本発明の実施形態１に係る充電システムにおける処理の手順を示すフローチャー
ト。
【図４】本発明の実施形態２に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【図５】本発明の実施形態２に係る充電システムにおける処理の手順を示すフローチャー
ト。
【図６】本発明の実施形態４に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【図７】本発明の実施形態４に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【図８】本発明の実施形態５に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【図９】本発明の実施形態５に係る充電装置及び情報処理装置のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳述する。
【００１１】
　（実施形態１）
　＜充電システムの全体構成＞
　まず、図１を参照して、本発明の一実施形態に係る充電システムの構成例を説明する。
１０１は非接触型の充電装置であり、１０２はバッテリで動作する情報処理装置であり、
情報処理装置１０２は本実施形態では映像機器（カメラ）である。情報処理装置１０２は
、充電装置１０１に載置された状態で充電装置１０１により充電可能である。また、情報
処理装置１０２は、外部装置に対してデータ伝送も行うことができる。
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【００１２】
　＜充電装置及び情報処理装置の構成＞
　続いて、図２（ａ）及び図２（ｂ）を参照して、本発明の実施形態１に係る充電装置及
び情報処理装置のブロック構成について説明する。図２（ａ）が充電装置１０１の構成例
、図２（ｂ）が情報処理装置１０２の構成例である。
【００１３】
　図２（ａ）において、２０１は非接触型の充電装置１０１本体である。２０２は交流の
出力を発生する送電部である。２０３は送電を行うための送電アンテナである。また、２
０４は無線通信を行うために必要な機能を有する無線通信部である。２０５は無線通信を
行なうためのアンテナである。２０６は充電装置１０１全体を制御する装置制御部である
。２０７は各種の入力、表示等を行なうユーザインタフェース（ＵＩ）である。
【００１４】
　図２（ｂ）において、２１１は情報処理装置１０２本体である。２１２は受電を行うた
めの受電アンテナである。２１３は受信した交流信号を整流して直流電圧に変換する受電
部である。２１４はバッテリ（電池）である。２１５は受電部２１３から取得した受電電
力を使用して、バッテリ２１４の充電制御を行う充電制御部である。２１６は充電制御部
２１５による充電状態を監視する充電状態監視部である。２１７はバッテリ２１４の残量
を検出する残量検出部である。
【００１５】
　２１８は受電電力に基づいてバッテリ２１４の単位時間あたり（例えば、１分当たり）
の充電量を取得する充電量取得部である。２１９は無線通信を行なうために必要な機能を
持つ無線通信部である。２２０は無線通信を行なうためのアンテナである。２２１は無線
通信部２１９によるデータ送信を制御するデータ送信制御部である。２２２は撮影、撮影
画像の保存、管理等のカメラ機能を行うカメラ機能部である。
【００１６】
　２２３はカメラ機能部２２２で撮影した画像を記憶する記憶部である。２２４は記憶部
２２３に記憶されていて、外部装置にデータ送信するデータ送信量を取得するデータ送信
量取得部である。２２５は残量検出部２１７で検出されたバッテリ残量、充電量取得部２
１８で取得された充電量、及びデータ送信量取得部２２４で取得されたデータ送信量に基
づいて、充電と無線通信部２１９による無線でのデータ送信とを同時に（並行して）実行
した際にデータ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値を取得するバッテリ残量閾
値取得部である。２２６は情報処理装置１０２全体を制御する機器制御部である。２２７
は各種の入力、表示等を行なうユーザインタフェース（ＵＩ）である。
【００１７】
　＜充電システムにおける処理＞
　図３のフローチャートを参照しながら、本発明の実施形態１に係る充電システムにおけ
る処理の手順を説明する。充電装置１０１上に情報処理装置１０２が載置されると、非接
触充電を行ってよい機器であるかを確認するために、充電装置１０１と情報処理装置１０
２との間で、認証処理が行われる（Ｓ３０１）。
【００１８】
　認証が完了すると（Ｓ３０１；ＹＥＳ）、充電装置１０１の送電部２０２が、送電を開
始する（Ｓ３０２）。そして、情報処理装置１０２の充電状態監視部２１６が、充電開始
を検出したか否かを判定する（Ｓ３０３）。充電開始が検出された場合（Ｓ３０３；ＹＥ
Ｓ）、情報処理装置１０２のデータ送信量取得部２２４が、記憶部２２３に記憶されてお
り外部装置やサーバ等へ送信する必要がある送信データ量を取得する（Ｓ３０４）。そし
て情報処理装置１０２の受電部２１３は、受電した受電電力を検知する（Ｓ３０５）。情
報処理装置１０２の充電量取得部２１８が、受電電力に基づいてバッテリ２１４の単位時
間あたり（例えば、１分当たり）の充電量を取得する（Ｓ３０６）。
【００１９】
　次に、情報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部２２５は、データ送信量取得部２
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２４により取得された送信する必要がある送信データ量と、充電量取得部２１８により取
得された充電量とに基づいて、充電と同時に無線通信部２１９によりデータ送信を実行し
て当該データ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値を取得する（Ｓ３０７）。
【００２０】
　そして、情報処理装置１０２の残量検出部２１７は、現在のバッテリ残量を検出する（
Ｓ３０８）。残量検出部２１７は、現在のバッテリ残量がバッテリ残量閾値取得部２２５
により取得された閾値以上であるか判定する（Ｓ３０９）。
【００２１】
　現在のバッテリ残量が閾値未満である場合（Ｓ３０９；ＮＯ）、データ送信制御部２２
１はデータ送信を実行せず、充電制御部２１５が充電を実行する（Ｓ３１０）。情報処理
装置１０２の機器制御部２２６は、充電により現在のバッテリ残量が閾値以上になり、充
電と同時にデータ送信が完了できるようになるまでの時間を取得して、送信開始予定時刻
をユーザインタフェース２２７に表示させる（Ｓ３１１）。すなわち、充電により現在の
バッテリ残量が閾値以上になるまでの時間を取得して、当該時間に基づく送信開始予定時
刻を提示する。その後、Ｓ３０９に戻る。
【００２２】
　一方、現在のバッテリ残量が既に閾値以上である場合、あるいは、充電により現在のバ
ッテリ残量が閾値以上となった場合（Ｓ３０９；ＹＥＳ）、情報処理装置１０２のデータ
送信制御部２２１は、無線通信部２１９によりデータ送信を開始するように制御して、充
電と同時にデータ送信を行う（Ｓ３１２）。
【００２３】
　次に、情報処理装置１０２の機器制御部２２６は、充電と同時にデータ送信を行う場合
にデータ送信が終了するまでの時間を取得して、ユーザインタフェース２２７に送信開始
時刻と送信終了予定時刻とを表示させる（Ｓ３１３、Ｓ３１４）。
【００２４】
　情報処理装置１０２の機器制御部２２６は、データ送信が終了したか否かを判定し（Ｓ
３１５）、データ送信が終了した場合、送信終了時刻をユーザインタフェース２２７に表
示させる（Ｓ３１６）。そして、バッテリ２１４が満充電になった場合、または、予めユ
ーザインタフェース２２７を介して設定された所定のバッテリ残量、例えば残量８０％に
なった場合（Ｓ３１７）、充電を終了する。
【００２５】
　なお、Ｓ３０４において、データ送信量取得部２２４が、送信する必要がある送信デー
タ量を取得する際、情報処理装置１０２の記憶部２２３に記憶したデータについて、送信
済みデータと未送信データとの区分が分かるようにして、未送信のデータのみを送信する
必要がある送信データ量として取得するように構成してもよい。また、未送信のデータか
ら優先的に送信するようにしてもよい。
【００２６】
　また、情報処理装置１０２の記憶部２２３の残容量を取得する残容量取得部（不図示）
と、残容量に基づいてデータ送信実行の可否を決定する制御部（不図示）とを設けてもよ
い。制御部は、記憶部２２３の残容量に応じて、データ送信実行を制御するように構成さ
れてもよい。
【００２７】
　また、Ｓ３０１において充電開始前の認証処理を行う際、充電装置１０１の機器種別を
認証処理時に特定するようにして、機器種別によってデータ送信実行の可否を決定する制
御部を設けてもよい。制御部は、充電装置１０１の機器種別に応じて、データ送信実行を
制御するように構成されてもよい。
【００２８】
　また、Ｓ３０９において、バッテリ残量がバッテリ残量閾値取得部２２５により取得さ
れた閾値以上である場合、すぐにデータ送信するのではなく、閾値以上となってから予め
設定した所定の時間が経過した後にデータ送信するように構成してもよい。
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【００２９】
　以上説明したように、本実施形態に係る情報処理装置は、送信する必要がある送信デー
タ量と、受電電力に起因する単位時間当たりの充電量とに基づいて、充電と同時にデータ
送信を実行して当該データ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値を取得する。そ
して、現在のバッテリ残量と当該閾値とを比較してデータ送信を制御する。
【００３０】
　これにより、情報処理装置の充電と、情報処理装置から外部装置へのデータ伝送とを適
切に制御する技術を提供することができる。特に、データ送信を開始したにも関わらず、
送信途中でバッテリが無くなり、それまでの送信が無駄になるといった事態を回避するこ
とができる。
【００３１】
　（実施形態２）
　実施形態１では、情報処理装置１０２がデータ送信実行の可否まで全て判断して、デー
タ送信の制御を行っていた。これに対して、実施形態２では、充電装置１０１が情報処理
装置１０２から必要な情報を取得し、当該情報に基づきデータ送信実行の可否を判断して
データ送信の制御を行う場合の動作について説明する。なお、充電システムの構成につい
ては実施形態１と同様であるため、説明を省略する。
【００３２】
　＜充電装置及び情報処理装置の構成＞
　まず、図４（ａ）及び図４（ｂ）を参照して、本発明の一実施形態に係る充電装置及び
情報処理装置のブロック構成について説明する。図４（ａ）が充電装置１０１の構成例、
図４（ｂ）が情報処理装置１０２の構成例である。図４（ａ）において、４０８は、情報
処理装置１０２から各種情報を取得して、当該情報に基づいて情報処理装置１０２のデー
タ送信制御のための指示を、無線通信部４０４を用いて無線通信で行う充電対象機器デー
タ送信制御部である。充電装置本体４０１は、実施形態１の構成に加えて、この充電対象
機器データ送信制御部４０８を備えている。図４（ａ）及び図４（ｂ）のその他の構成要
素は、図２（ａ）及び図２（ｂ）を参照して既に説明した対応する構成要素と同様である
。
【００３３】
　＜充電システムにおける処理＞
　続いて、図５のフローチャートを参照しながら、本発明の実施形態２に係る充電システ
ムにおける処理の手順を説明する。Ｓ５０１～Ｓ５１１の各処理は、図３のＳ３０１～Ｓ
３１１の各処理と同様である。
【００３４】
　バッテリ残量が閾値以上である場合（Ｓ５０９；ＹＥＳ）、情報処理装置１０２の無線
通信部４１９は、現在のバッテリ残量で充電と同時にデータ送信が可能であることを示す
送信可否情報を充電装置１０１へ通知する（Ｓ５１２）。
【００３５】
　充電装置１０１は、情報処理装置１０２から送信可否情報を受信した場合（Ｓ５１３；
ＹＥＳ）、情報処理装置１０２に対して現在送電している出力で、継続して送電できるか
否かを判定する（Ｓ５１４）。
【００３６】
　ここで、当該判定処理を行う理由としては、例えば充電装置１０１がバッテリ駆動の場
合、残容量が少ない場合は継続して所定の出力で送電できない可能性があるからである。
ここで充電装置１０１が複数台の情報処理装置１０２に対して送電できる場合を考える。
例えば既に複数台の情報処理装置１０２が充電装置１０１に載置されており、今後、別の
情報処理装置１０２にも送電する予定がある場合、最大送電出力等の制限により所定の出
力で送電を継続することができない可能性がある。別の情報処理装置１０２にも送電する
予定がある場合とは、例えば所定の時間経過後、又は所定の時刻になったら送電を開始す
るような場合である。
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【００３７】
　所定の出力で継続して送電できない場合（Ｓ５１４；ＮＯ）、情報処理装置１０２のバ
ッテリ４１４が満充電または所定の残量になるまで充電を行う（Ｓ５１５）。そして、情
報処理装置１０２は、バッテリ４１４が満充電または所定の残量になったことを充電装置
１０１に通知する。
【００３８】
　一方、所定の出力で継続して送電できる場合（Ｓ５１４；ＹＥＳ）、もしくは情報処理
装置１０２のバッテリ４１４が満充電または所定の残量になった場合（Ｓ５１５；ＹＥＳ
）、充電装置１０１は情報処理装置１０２にデータ送信を開始するよう指示を通知する（
Ｓ５１６）。情報処理装置１０２が充電装置１０１からデータ送信開始の指示を受信した
ら（Ｓ５１７；ＹＥＳ）、充電と同時にデータ送信を開始する（Ｓ５１８）。その後のＳ
５１９～Ｓ５２３の各処理は、図３のＳ３１３～Ｓ３１７の各処理と同様である。
【００３９】
　なお、本実施形態では、残量検出部４１７により検出されたバッテリ残量、充電量取得
部４１８により取得された単位時間当たりの充電量、データ送信量取得部４２４により取
得されたデータ送信量に基づいて、充電と無線通信部４１９による無線でのデータ送信と
を同時に実行した際に、データ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値の取得を情
報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部４２５により行っていた。しかし、情報処理
装置１０２が閾値の取得に必要な情報を充電装置１０１へ送信し、充電装置１０１が閾値
を取得して、取得した閾値を情報処理装置１０２へ送信するように構成してもよい。また
、バッテリ残量が当該閾値以上であり、充電と同時にデータ送信が可能であるか否かの判
定も充電装置１０１側で行うように構成してもよい。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、情報処理装置１０２から必要な情報を取得
した充電装置１０１が充電と同時にデータ送信が可能か否かを判定してデータ送信を制御
することができる。
【００４１】
　（実施形態３）
　実施形態２では、充電装置１０１に情報処理装置１０２が1台だけ載置され、データ送
信が終了するまで新規の情報処理装置が追加で載置されない場合の動作について説明した
。
【００４２】
　ここで、充電装置１０１が複数台の情報処理装置を充電することができる場合、情報処
理装置１０２が充電とデータ送信とを同時に実行中に、２台目の情報処理装置が載置され
ることが想定される。その場合は、情報処理装置１０２は、データ送信が終了したら、充
電装置１０１対してデータ送信の終了通知を行うようにしてもよい。充電装置１０１は、
このデータ送信の終了通知を情報処理装置１０２から受信するまで、２台目の情報処理装
置への送電とデータ送信とに関する制御を行わないように構成されてもよい。すなわち、
１台目の情報処理装置への充電もデータ送信も禁止することで、１台目の情報処理装置１
０２が確実に充電とデータ送信を完了させるように構成してもよい。
【００４３】
　（実施形態４）
　実施形態１乃至実施形態３では、バッテリ残量、充電開始時における受電電力に起因す
る充電量、データ送信量に基づいて、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に
、データ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値を取得し、当該閾値に基づいて充
電と同時にデータ送信を行うか否かを判定する例を説明した。
【００４４】
　これに対して、本実施形態では、バッテリ残量の閾値に代えて、充電と無線でのデータ
送信とを同時に実行した際に、データ送信を完了するのに必要な受電電力の閾値を取得す
る。そして、充電開始時の受電電力と、当該閾値とに基づいて、充電と同時にデータ送信
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が可能であるか否かを判定する。
【００４５】
　ここで図６（ａ）、図６（ｂ）、図７（ａ）及び図７（ｂ）を参照して、本発明の実施
形態４に係る充電装置及び情報処理装置のブロック構成について説明する。図６（ａ）、
図７（ａ）が充電装置１０１の構成例、図６（ｂ）、図７（ｂ）が情報処理装置１０２の
構成例である。なお、充電システムの構成は第１実施形態と同様である。
【００４６】
　図６（ｂ）では、図２（ｂ）における情報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部２
２５の代わりに、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に、データ送信を完了
するのに必要な受電電力の閾値を取得する受電電力閾値取得部６２５を設けている。
【００４７】
　図７（ｂ）では、図４（ｂ）における情報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部４
２５の代わりに、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に、データ送信を完了
するのに必要な受電電力の閾値を取得する受電電力閾値取得部７２５を設けている。
【００４８】
　以上説明したように、図６（ａ）及び図６（ｂ）で示した構成の充電装置１０１および
情報処理装置１０２によれば、情報処理装置１０２は自らの判断で充電と同時にデータ送
信の制御を行うことができる。
【００４９】
　また、図７（ａ）及び図７（ｂ）で示した構成の充電装置１０１および情報処理装置１
０２によれば、情報処理装置１０２から必要な情報を取得した充電装置１０１が判断して
データ送信の制御を行うことができる。
【００５０】
　（実施形態５）
　実施形態１乃至実施形態３では、バッテリ残量、充電開始時における受電電力に起因す
る充電量、データ送信量に基づいて、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に
、データ送信を完了するのに必要なバッテリ残量の閾値を取得し、当該閾値に基づいて充
電と同時にデータ送信を行うか否かを判定する例を説明した。
【００５１】
　これに対して、本実施形態では、充電装置１０１が情報処理装置１０２に送電電力を通
知し、情報処理装置１０２が受電電力と通知された送電電力とに基づいて、電力の伝送効
率を取得する。そして、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に、データ送信
を完了するのに必要な伝送効率の閾値を取得して、充電開始時の伝送効率と、当該閾値と
に基づいて、充電と同時にデータ送信が可能であるか否かを判定する。
【００５２】
　ここで図８（ａ）、図８（ｂ）、図９（ａ）及び図９（ｂ）を参照して、本発明の実施
形態５に係る充電装置及び情報処理装置のブロック構成について説明する。図８（ａ）、
図９（ａ）が充電装置１０１の構成例、図８（ｂ）、図９（ｂ）が情報処理装置１０２の
構成例である。なお、充電システムの構成は第１実施形態と同様である。
【００５３】
　図８（ｂ）では、図２（ｂ）における情報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部２
２５の代わりに、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に、データ送信を完了
するのに必要な伝送効率の閾値を取得する伝送効率閾値取得部８２５を設けている。
【００５４】
　図９（ｂ）では、図４（ｂ）における情報処理装置１０２のバッテリ残量閾値取得部４
２５の代わりに、充電と無線でのデータ送信とを同時に実行した際に、データ送信を完了
するのに必要な受電電力の閾値を取得する受電電力閾値取得部９２５を設けている。
【００５５】
　以上説明したように、図８（ａ）及び図８（ｂ）で示した構成の充電装置１０１および
情報処理装置１０２によれば、情報処理装置１０２は自らの判断で充電と同時にデータ送
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信の制御を行うことができる。
【００５６】
　また、図９（ａ）及び図９（ｂ）で示した構成の充電装置１０１および情報処理装置１
０２によれば、情報処理装置１０２から必要な情報を取得した充電装置１０１が判断して
データ送信の制御を行うことができる。
【００５７】
　以上本発明の各実施形態について説明した。本発明によれば、情報処理装置におけるデ
ータ送信の設定操作などは不要であるため、ユーザの利便性を向上できる。また、充電と
データ送信とを適切な状態で同時に（並行して）実行できるため、情報処理装置の充電中
にデータのバックアップを取ることもでき、重要なデータを安全に管理できる。さらに、
データ送信を開始したにも関わらず、送信途中でバッテリが無くなり、それまでの送信が
無駄になるといった事態を回避することができる。
【００５８】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０１：充電装置、１０２：情報処理装置、２０２：送電部、２１３：受電部、２１４
：バッテリ、２１５：充電制御部、２１６：充電状態監視部、２１７：残量検出部、２１
８：充電量取得部、２１９：無線通信部、２２１：データ送信制御部、２２２：カメラ機
能部、２２３：記憶部、２２４：データ送信量取得部、２２５：バッテリ残量閾値取得部
、２２６：機器制御部、２２７：ユーザインタフェース、４０８：充電対象機器データ送
信制御部、６２５，７２５，９２５：受電電力閾値取得部、８２５：伝送効率閾値取得部
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